
 

 

 

 

 

健やか親子いきいきプランみえ（第２次） 

～地域のやさしさが、あなたに健やかな出産・育児を届けます～ 
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は じ め に 
 

 

  我が国の母子保健は、世界最高水準にあるといわれている一方で、少子化の進行、

核家族化や共働き世帯の増加といった家族形態の多様化、地域社会におけるつながり

の希薄化など、母子保健を取り巻く社会環境は大きく変化し、妊産婦やその家族の負

担感や不安感の増加、思春期の子どもの健康問題、児童虐待などの問題が深刻化して

います。 

 

  こうした中、平成 15年に三重県の母子保健計画として策定し、今回が第２次の計画

となる「健やか親子いきいきプランみえ」においては、県内のどの地域においても安

心して子どもを産み、育てられ、子どもが健やかに育つ三重県の実現をめざし、市町

や医療機関などの関係機関・団体や県民の皆様との連携・協働のもと、三重県の新た

な出産・育児支援体制である「出産・育児まるっとサポートみえ」により、取組を進

めていくこととしています。 

 

  本計画では、母子の生命を守り、健康を保持・増進するという母子保健本来の役割

に加え、安心して子どもを産み、育てられる環境づくりの基盤となる母子保健の取組

が、少子化対策としての意義を有しているということをふまえ、母親だけでなく父親

や祖父母も含めた親と子、その家族にも必要なサービスを切れ目なく届けることをめ

ざしています。 

 

  この度、計画策定から５年を経過したことから、これまでの進捗状況を評価すると

ともに、社会環境の変化等を勘案し、計画の見直しを行いました。今後も計画の進捗

状況を的確に把握したうえで、取組を実施していきます。 

 

  計画を進めていく際には、行政や医療機関などの関係機関だけでなく、県民の皆様

の協力が欠かせません。共に力をあわせて本計画の基本理念である「子どもを産み、

育てる人にいつも寄り添い、すべての子どもが健やかに育つ三重」を実現しましょう。 

 

 

 

     令和２年３月 

                三重県子ども・福祉部長  大 橋 範 秀 
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第１章 計画策定の基本的な考え方 
 

１ 計画策定の趣旨 

   我が国の母子保健が世界最高水準にある一方で、思春期における健康課題や親子

の心の問題、小児救急医療の確保など新たな課題が生じており、こうした課題に対

応するため、国は平成 13年度に 21世紀の母子保健の主要な取組を提示するビジョ

ンであり、かつ、関係者、関係機関・団体が一体となって推進する国民運動計画で

ある「健やか親子２１」を策定しました。 

   三重県においても、平成 15年３月に親と子が健やかに暮らせる地域社会づくりを

基本理念とする「健やか親子いきいきプランみえ」を策定し、各課題に対する具体

的な取組や数値目標などを設定して、目標達成に向けた様々な取組を推進すること

となりました。 

   平成 24年度に策定された「みえ県民力ビジョン・行動計画」においては、安心し

て妊娠・出産・子育てのできる体制を整備するため、母子保健対策の推進を基本事

業に位置付け、母子保健サービスを促進するための取組の強化が図られました。 

   こうした中、国においては平成 26年度に「健やか親子２１」が最終年度を迎え、

平成 27年度からの次期計画として「すべての子どもが健やかに育つ社会」を 10年

後にめざす姿とした「健やか親子２１（第２次）」が策定されました。 

三重県においても平成 26年度に「健やか親子いきいきプランみえ」が最終年度を

迎えたことから、少子化の進行や核家族化等による家族形態の多様化といった母子

保健を取り巻く社会環境の変化、残された課題をふまえて新たな母子保健計画を策

定します。この計画は、主に母子保健分野における取組の推進を図るものですが、

母親だけでなく父親や祖父母も含めた、親と子及びその家族が、県内のどの地域に

おいても切れ目のない一定の水準以上の母子保健サービスが受けられるなど、安心

して子どもを産み、育てられ、子どもが健やかに育つ三重県を実現していこうとす

るものです。 

   今後は少子化対策等の取組と連携して関係機関・団体がそれぞれの役割を果たし、

県民のみなさんと共に計画に定めた課題の解決に向けた取組を着実に推進すること

により、本県における母子保健対策の一層の充実を図っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜計画策定の趣旨＞ 

母親だけでなく父親や祖父母も含めた、親と子及びその家族が、県内のどの地域

においても切れ目のない一定の水準以上の母子保健サービスが受けられるなど、安

心して子どもを産み、育てられ、子どもが健やかに育つ三重県を実現するための新

たな母子保健計画を策定します。 
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２ 計画の基本理念 

   少子化や晩婚・晩産化の進行、核家族化等による家族形態の多様化や地域社会で

のつながりの希薄化など、母子保健を取り巻く社会環境は大きく変化しており、県

民と行政等の関係機関とを直接つなぎ、母子の生命を守り、健康を保持・増進する

役割を担う母子保健の意義は、一層重要なものとなっています。 

   行政や学校等の関係機関・団体においては、学童期・思春期から妊娠・出産・子

育てに至るまで、それぞれのライフステージに応じた切れ目のない母子保健サービ

スを提供できる体制の整備・強化が必要です。 

   関係機関・団体だけでなく、家庭や地域住民が主体的に取り組み、地域が持つソ

ーシャル・キャピタルを活用しながら、地域社会全体で子どもを産み、育てる人を

支え、子どもの健やかな成長を見守る環境づくりを進めることも重要です。 

   こうした状況をふまえ、新たな計画における基本理念を「子どもを産み、育てる

人にいつも寄り添い、すべての子どもが健やかに育つ三重」とし、行政などの関係

機関・団体だけでなく、地域社会ぐるみで基本理念の実現に向けた取組を推進しま

す。 

 

 

 

 

 

３ 計画の位置づけ 

   この計画は、地域の母子の健康や生活環境の向上を図るための体制の整備や取組

の推進など、地域の実情に応じた効果的な母子保健対策の推進を図るために策定す

る三重県の母子保健計画です。 

   本県の長期的な戦略計画である「みえ県民力ビジョン」※1のほか、「希望がかな

うみえ 子どもスマイルプラン」※2や「三重県医療計画」※3などの母子保健計画

と関係が深い他の計画との整合を図りながら、取組を推進します。 

 

４ 計画期間 

   平成 27年度から平成 36年度までの 10年間とし、５年を目途に見直しを行います。 

 

  ※1 「みえ県民力ビジョン・第二次行動計画」（計画期間：平成 28年度から平成 31年度まで） 

      施策 231 少子化対策を進めるための環境づくり 

      皆さんとめざす姿】 

        望がかなうみえ 子どもスマイルプラン」に基づき、さまざまな主体との連携

少子化対策の取組が進み、結婚・妊娠・子育てなどの希望がかない、全ての子

豊かに育つことのできる環境づくりが進んでいます。 

       事業 23103 ライフプラン教育の推進＞ 

       【主な取組内容】 

         家庭生活や家族の大切さ、妊娠・出産や性に関する医学的に正しい知識を習得し、

自らのライフプランを考える基盤ができるよう、小中高生を対象とした教育や大学

生・学卒後の若者を対象とした普及啓発に取り組みます。 

＜基本理念＞ 

子どもを産み、育てる人にいつも寄り添い、 

すべての子どもが健やかに育つ三重 

以下、関連する計画の内容は

改訂時には最新のものに修正

します。 
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      施策 232 結婚・妊娠・出産の支援 

      【県民の皆さんとめざす姿】 

        結婚・妊娠・出産の希望がかなう地域社会の実現に向けて、社会全体で結婚や家族

形成を希望する人を応援する取組が進んでいます。また、不妊に悩む夫婦の負担が軽

減され、妊産婦やその家族が安心して子どもを産み育てることのできる環境づくりが

進んでいます。 

       ＜基本事業 23202 不妊に悩む家族への支援＞ 

       【主な取組内容】 

         国補助事業である特定不妊治療助成事業・男性不妊治療のほか、特定不妊治療の

上乗せ事業、不育症治療等県独自の市町に対する上乗せ助成による経済的支援や不

妊専門相談センター事業における相談体制の強化に取り組みます。 

       ＜基本事業 23203 切れ目のない妊産婦・乳幼児ケアの充実＞ 

       【主な取組内容】 

         各市町が、妊娠・出産・育児における「地域の強みを生かした切れ目のない母子

保健体制」を整備できるよう人材育成、関係機関調整等、体制整備の支援を行いま

す。 

 

  ※2 「希望がかなうみえ 子どもスマイルプラン」 

                （計画期間：平成 27 年度から平成 31年度まで） 

      第４章 重点的な取組１ ライフプラン教育の推進 

          【５年後のめざす姿】 

            家庭生活や家族の大切さ、妊娠・出産や性に関する医学的知識等の習得が

子どもたちを含めた若い世代の間に広がり、自らのライフプランを考える基

盤ができている状況をめざします。 

          【主な取組内容】 

            ①幼児向けの教育 

              公立幼稚園の教員等を対象に、幼児が生活を通して家族の愛情に気付

き、家族を大切にしようとする気持ちが育つようにするため、講演会の

開催を進めます。 

            ②小中学生向けの教育 

              各市町や教育委員会等と連携した乳児とのふれあい体験などの取組

を進めることにより、小中学生が乳児への愛着を育んだり家族観を醸成

できるよう努めます。また、中学生へのライフプラン教育を推進します。

さらに、公立小中学校の教員等を対象に、家庭生活と家族の大切さや家

族の役割を考える教科等の教育活動の充実を図るため、講演会の開催を

進めます。 

            ③高校生向けの教育 

              高校生が家庭を築くことや子育てに関する意義を考え、妊娠・出産や

性に関する医学的知識等を正しく身につけることができるよう、保育体

験の機会充実やライフプランや結婚、子育て等をテーマとした講演会の

開催等を進めます。 

            ④大学生向けの普及啓発 

              県内の大学と連携し、大学生に対して妊娠・出産や性に関する正しい

知識が身に付くよう、普及啓発を進めます。 

            ⑤学卒後の若者向けの普及啓発 

              企業や経済団体等と連携し、企業の若手職員など卒業後の若者を対象

として、妊娠・出産や性に関する正しい知識が身につくよう普及啓発を

進めるとともに、ライフプランとキャリアプランについて考える機会を

提供します。 

 

          重点的な取組４ 不妊に悩む家族への支援 
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          【５年後のめざす姿】 

            不妊や不育症に悩む夫婦が安心して相談でき、治療が受けられるようにな

っている状況をめざします。また、男性不妊をはじめとする不妊や不育症に

関する正しい知識が県民の間に広がっている状況をめざします。 

          【主な取組内容】 

            ①相談や情報提供 

              不妊や不育症に関する悩み等に対応するため、「不妊専門相談センタ

ー」において不妊や不育症に関する相談や、不妊や不育症の治療に関す

る情報提供を行います。 

            ②経済的支援 

              特定不妊治療を受けた夫婦に対して費用の一部を助成するとともに、

三重県独自の上乗せ助成事業を行います。また、男性不妊治療への助成

事業や第２子以降の特定不妊治療に対する助成回数追加、不育症治療等

に対する助成事業を行います。さらに平成 27 年度から一般不妊治療に

対する助成事業を行います。 

            ③企業における休暇制度の導入の働きかけ 

              不妊治療と仕事の両立が可能となるよう、治療に関する正しい知識の

普及を通じた周囲の理解促進を図るとともに、不妊治療のための休暇が

取得しやすくなるよう、企業における休暇制度の導入を働きかけること

について国に提言します。 

 

          重点的な取組５ 切れ目のない妊産婦・乳幼児ケアの充実 

          【５年後のめざす姿】 

            出産前の健診から子どもが就学するまで、子どもだけでなく子育て家庭に

関するすべての相談や支援が切れ目なく受けられ、妊産婦やその家族が安心

して子どもを生み育てることができる環境づくりが進んでいる状況をめざ

します。 

          【主な取組内容】 

            ①市町の母子保健サービスの取組支援 

              各市町の実情に応じて、産科・産婦人科、小児科、助産師、子育て支

援センター等のネットワークを活用し、切れ目のない母子保健サービス

を包括的にコーディネートする仕組みづくりを支援します。 

            ②市町の産後ケアの取組支援 

              支援が必要な妊婦に対し産前から計画を立て、助産所や産婦人科を利

用して産後ケアの支援を受けられるようコーディネートする市町の取

組を支援し、拡大を図ります。 

 

  ※3 「第７次三重県医療計画」（計画期間：平成 30年度から令和 6年度まで） 

      第８章 第４節 母子保健対策の推進 

      【めざす姿】 

        ○ 安全で安心して妊娠・出産できる環境が整備され、希望する必要なケアが必要

なときに受けられる支援体制が充実しています。 

        ○ 地域全体で子どもたちの心身の健やかな成長を支援する体制が整えられ、児童

虐待のない三重県をめざした取組が進められています。 

        ○ 子どもが病気になっても不安のない保健医療システムが構築され、障がい児や

長期療養児等が安心して地域で生活できる体制が整っています。 

        ○ 心身ともに発達発達の著しい思春期において、学校、家庭、地域が協力して保

健対策を強化し、子どもの主体的な自立と健全な育ちをめざした支援の取組が進

められています。 

      【取組方向】 

        取組方向１：妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない母子保健サービスの提供 

        取組方向２：子どもの健やかな育ちを支えるための環境整備 
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第２章 母子保健に関する三重県の現状 
 

１ 母子保健を取り巻く状況 

（１）人口の減少 

    三重県の人口は平成 20年（５年毎の国勢調査においては平成 17年調査）にピ

ークを迎えて以降、減少が続いています。 

 

 図表１：年齢（３区分）別人口の推移 

 
 

 
出典：国立社会保障・人口問題研究所 「日本の地域別将来推計人口」 

 

 

 

 

 

●国勢調査時（５年毎）の三重県のピークは平成17年で約187万人。全国は平成22年で約1億2,806万人。 

●平成27年～令和27年の30年間で全国では約2,067万人、三重県では約39万人の人口が減少。 

●三重県の65歳以上人口割合（高齢化率）は、平成27年の27.9％から令和27年には38.3％になり、人口構成

が大きく変わる。 
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４ 「健やか親子いきいきプランみえ」の進捗状況 

   「健やか親子いきいきプランみえ」（平成 15年度～平成 26年度）においては、４

つの重点課題ごとに合計 90の指標を設定して取組が進められ、73（81％）の指標に

おいて改善がみられました。一方で、改善がみられない指標が 17（19％）ありまし

た。 

 

４つの重点課題 指標数 改善あり 改善なし 

（１）妊娠出産の安全性と快適さの確保

や不妊への支援等 
18 

14 

（78%） 

4 

（22%） 

（２）子どものこころとからだの健やか

な発達 
29 

23 

（79%） 

6 

（21%） 

（３）安心できる小児保健医療体制の整

備 
30 

25 

（83%） 

5 

（17%） 

（４）思春期の保健対策の強化と健康教

育の推進 
13 

11 

（85%） 

2 

（15%） 

計 90 
73 

（81%） 

17 

（19%） 

 

 

 

 ○重点課題ごとの主な指標の進捗状況と課題 

 

  重点課題１：妊娠出産の安全性と快適さの確保や不妊への支援等 

    母子健康手帳交付時（妊娠届出時）における妊娠中の健康管理等に関する保健

指導は、全市町で行われていますが、妊婦人口に対する保健指導の実施率は、減

少傾向にあります。一方、妊婦訪問を行った市町は、平成 25 年度においては 29

市町中 24市町でした。 

    妊娠届出時の保健指導については、母子保健分野の事務の権限移譲等により市

町における業務量が増加する中、受付業務を事務職員が行うことも増えています。 

    こうした中、妊娠届出時のアンケート（平成 26年度 28市町で実施）や妊婦教

室（父親含む）等を実施して妊娠早期からの相談・指導体制の充実を図っている

市町も増えていますが、要支援者の把握や妊娠早期からの相談支援体制の一層の

充実が望まれます。 

（％） 

  21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 目標値 

母子健康手帳交付時に保健指導を

行った妊婦人口に対する実施率 
66.0 67.0 59.7 59.1 57.5 増加 

妊婦訪問を行っている市町の割合 65.5 55.2 62.1 58.6 82.6 70 
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    各種母子保健サービスを受けるためのスタートとなる妊娠の届出については、

妊娠 11 週以下での早期の妊娠の届出率が 93％を上回っており、全国平均（平成

24年度 90.8％）に比べ高い水準にあります。 

    一方で、分娩後の届出が 10件、28週以降の届出が 57件あったことから、望ま

ない妊娠や未婚妊婦、若年妊婦、高齢妊婦、飛び込み出産等における母子の健康

管理等の課題への早期対応のためにも、早期の妊娠の届出についての啓発を行う

とともに、市町や産婦人科医会等の関係機関の連携を強化していくことが必要で

す。 

（％） 

  21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 目標値 

妊娠 11週以下での妊娠の届出率 86.5 91.9 93.6 93.8 93.4 100 

 

    晩婚化の進行等により、不妊専門相談センター（週１日開設）における相談件

数は、年々増加しています。平成 23年度からセンターの開設時間を延長したこと

もあり、平成 23年度以降は、大幅に増加しています。 

    不妊治療においては、経済的な負担だけでなく身体的・精神的な悩みも大きい

ことから、これらに対する支援体制や情報提供の充実が望まれます。 

（件） 

  21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 目標値 

不妊専門相談センターにおける 

相談件数 
146 158 193 273 285 増加 

 

 

 

 

 

 

   ＜まとめ＞ 

     核家族化、地域社会でのつながりの希薄化等をふまえ、妊娠・出産・子育て

期の母親や家族の孤立化を防ぐため、就学までを見据えた長期的な視野をもっ

た途切れのない支援が必要です。 

     今後は、地域の実情に応じた切れ目のない妊産婦・乳幼児への保健対策とし

て、現在の母子保健事業の更なる充実はもちろんのこと、産前の妊婦健診や医

療機関による出産ケア、乳児家庭全戸訪問事業や養育支援訪問事業等を通じた

産前・産後の切れ目のない支援が必要です。 
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  重点課題２：子どものこころとからだの健やかな発達 

    朝食を毎日食べる小学６年生の割合は、若干増加しましたが、ほぼ横ばいの状

態です。児童・生徒（小・中学生）の肥満の割合は横ばいで目標値には到達して

いません。 

（％） 

  21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 目標値 

朝食を毎日食べる小学生（６年生）

の割合 
－ 89.1 － 88.1 88.5 増加 

児童・生徒肥満児の割合 

（小・中学生） 
7.76 7.36 6.95 7.32 7.03 7以下 

 

 

    育児支援を目的として健診スタッフに心理相談員または保育士等を配置してい

る市町の割合は、9割を越えて横ばいとなっています。 

    不登校、発達障がい、子育ての不安などの親子の心に関わる問題に対応できる

「子どもの心相談医」の登録医師数も伸び悩む状況にあり、引き続き多職種連携

により総合的に支援、指導が行われる工夫が必要です。 

（％、人） 

  21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 目標値 

育児支援を目的として健診スタッ

フに心理相談員または保育士等を

配置している市町の割合 

100.0 89.7 93.1 93.1 93.1 100 

親子の心の問題に対応できる技術

をもった小児科医の人数（子どもの

心相談医登録数） 

33 26 27 25 25 増加 

 

 

    乳幼児健診の未受診者へのフォローについては、4か月児健診、10か月児健診

においては 29 市町中 26 市町で、1 歳半健診及び 3 歳児健診においては、全ての

市町において実施されており、健診未受診者のフォロー率も増加傾向にあります。 

    しかし、乳幼児健診では、転出入により未受診者の状況把握が困難な場合もみ

られます。 

    国の虐待死亡事例検証報告からは、死亡事例には健診未受診者が多いことが明

らかになっており、予防接種や乳幼児相談等他事業の受診状況ともあわせて未受

診者の把握をしていく必要があります。 

    また、乳幼児健診については、疾病の早期発見、早期療育、保健指導に加え、

育児支援の観点を取り入れる必要があります。親子関係、親子の心の状態を観察

するとともに、育児の交流の場、話を聞いてもらえる安心の場として活用してい

くことが必要です。さらに事後措置の状況や健診未受診者の把握体制の充実につ

いても検討していく必要があります。 



- 22 - 

 

（％） 

  21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 目標値 

乳幼児健診の未受診者へ

のフォローを実施してい

る市町の割合 

4か月 79.3 96.6 86.2 89.7 89.7 100 

10か月 79.3 96.6 86.2 89.7 89.7 100 

1歳半 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100 

3歳 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100 

乳幼児健診の未受診者の

把握（フォロー）率 

4か月 69.7 68.4 89.3 84.0 95.4 100 

10か月 45.2 69.8 83.6 82.1 89.9 100 

1歳半 73.9 79.6 84.1 91.4 95.3 100 

3歳 69.5 89.6 87.2 91.5 91.2 100 

 

 

    児童相談所における児童虐待相談対応件数は、年々増加しており、平成 24年度

には乳児の虐待死亡事例が２件発生しています。 

    本事例に関しては、県児童虐待死亡事例等検証委員会による検証とともに、周

産期からの虐待予防ネットワーク会議において、医療機関、市町、児童相談所等

との連携のあり方について検討が行われました。 

    各市町においても、育児不安・虐待疑い等困難事例に対する事例検討会を実施

するなどの取組が行われており、今後も関係機関の具体的な連携方策の検討等、

児童虐待防止対策の更なる充実が求められます。 

    また、児童虐待の予防・早期発見に有効とされる乳児家庭全戸訪問事業と養育

支援訪問事業をともに実施する市町の数は増加していますが、すべての市町での

実施には至っていないことから、これらの事業の全市町での実施と、出産後の不

安定になりやすい時期に早期に訪問して必要な支援につなげる体制・取組の充実

が望まれます。 

（件、市町数） 

  21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 目標値 

虐待による死亡（児童相談所関与） 0 0 0 2 0 0 

乳児家庭全戸訪問事業と養育支援

訪問事業をともに実施する市町の

数 

14 20 21 23 23 29 
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   ＜まとめ＞ 

     幼児期の子どもの心身の発達や子どもの虐待予防のためには、一番身近な養

育者（母親）の心身の状態が重要であり、妊娠・出産・育児に対する母親の負

担や不安を軽減するとともに、妊娠期から子育て期に至るまで継続的に母子の

状況を把握して必要な支援につなげるための取組が必要であり、特に発達障が

い児等、育てにくさを感じる子どもをもつ親への支援体制の充実が必要です。 
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  重点課題３：安心できる小児保健医療体制の整備 

    妊娠中の喫煙率及び飲酒率は、平成 25 年度でそれぞれ 2.8％、3.4％となって

おり、中間評価時（平成 22年度）より減少したものの、ともに横ばい傾向にあり

ます。 

（％） 

  21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 目標値 

妊娠中の喫煙率 3.8 2.9 2.7 2.7 2.8 減少 

妊娠中の飲酒率 5.1 4.5 4.7 4.0 3.4 減少 

 

 

    3歳児健診の歯科健診において、むし歯のなかった 3歳児の割合は、平成 25年

度で 81.0％となっており増加傾向にありますが、依然として約 5人に 1人にむし

歯があります。 

    「みえ歯と口腔の健康づくり条例」の制定により、平成 25年 3月に「みえ歯と

口腔の健康づくり基本計画」が策定され、今後、子ども、妊産婦や障がい児（者）

への歯科保健対策の取組を促進する必要があります。 

    また、「三重県保健医療計画」にも取り上げられている、妊産婦歯科健診、歯科

保健指導に取り組む市町は平成 25年度で 19市町ですが、さらに取り組む市町を

増やして、母親自身と生まれてくる子どものむし歯予防等に対する健康教育の取

組を充実することが必要です。 

    さらに、子どものむし歯が減少してきている中、むし歯が多く、治療を受けて

いない子どもは、衛生習慣の習得等において適切な養育を受けていない可能性が

あることから、歯科健診における児童虐待の早期発見の視点も必要です。 

    予防接種の接種率については、高い水準を維持しています。 

（％） 

  21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 目標値 

う歯（むし歯）のない 3歳児の割合 73.6 75.0 78.3 79.4 81.0 増加 

1歳 6か月健診までにＢＣＧ接種を

終了している人の割合 
98.9 99.0 98.8 99.4 99.2 95 

1歳 6か月健診までに三種

混合・麻疹の予防接種を 

終了している人の割合 

三種混合 97.8 97.3 96.2 95.8 96.7 95 

麻疹（ＭＲ） 93.1 93.7 93.6 93.7 93.5 95 

 

 

    障がい児や長期療養児等が地域で生活をするために必要となる障がい児デイサ

ービス事業所数は、平成 25年度に 52か所となり、平成 24年度の約 1.5倍となっ

ています。また、障がい児保育を実施する保育所の割合は、平成 25年度で 61.7％

となっており、目標値を上回っています。 

    引き続き、医師、保護者等と連携・協力しながら、安全安心なケアを実施する

ための体制づくりをしていくことが求められます。 
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（か所、％） 

  21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 目標値 

障がい児デイサービス事業所数 12 13 19 35 52 16 

障がい児保育を実施する保育所の

割合 
36.1 59.4 62.3 66.4 61.7 60 

 

 

    平成 25年の三重県の乳児死亡率は 3.0で、前年より 0.3ポイント低くなりまし

たが、全国平均の 2.1より高く、全国順位は平成 24年ワースト 2位、平成 25年

ワースト 4位となっています。平成 25年における主な死因は、①先天奇形・変形

及び染色体異常、②周産期の特異的な呼吸障害等、③不慮の事故の順に多くなっ

ており、特に不慮の事故による死亡率は、近年常に全国値を上回っている状況で

す。 

    また、1歳から 4歳の幼児死亡率も、増加傾向にありましたが、平成 25年は前

年を大幅に下回りました。 

（出生千対、人口 10万対） 

  21年 22年 23年 24年 25年 目標値 

乳児死亡率 2.4 2.4 2.5 3.3 3.0 減少 

幼児（1歳から 4歳）死亡率 17.1 26.9 33.5 30.3 19.4 減少 

 

 

 

 

 

   ＜まとめ＞ 

     妊娠中からの母子保健活動による母子の健康管理や歯科保健対策についての

予防的支援が必要です。 

     また、歯科健診における児童虐待の早期発見の視点も必要です。 

     乳児死亡率は全国平均に比べて高い状況が続いていることから、原因等の分

析を行うとともに、母子保健活動を通じた対策等について検討していく必要が

あります。 

     周産期医療の進歩等により、医療的ケアが必要な子どもの増加が見込まれる

ことから、医師・訪問看護師、地域の支援者との連携を図るなど、在宅での療

育・療養を支援する体制の整備を進める必要があります。 
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  重点課題４：思春期の保健対策の強化と健康教育の推進 

    十代の人工妊娠中絶実施率は、平成 25年で 5.9となり前年を下回りました。 

    性感染症罹患者に占める十代の割合は、概ね減少傾向にありますが、尖圭コン

ジローマについては、3年連続で増加しています。 

    思春期においては、望まない妊娠や性感染症の予防に対しての教育や啓発とと

もに、自他を尊重し自己肯定感を高める取組が必要です。 

（人口千対、％） 

  21年 22年 23年 24年 25年 目標値 

十代（15歳から 19歳）の 

人工妊娠中絶実施率 
6.4 6.4 6.4 7.1 5.9 減少 

 

性感染症罹患者に

占める十代の割合 

  

性器ｸﾗﾐｼﾞｱ 16.0 11.3 15.3 9.8 11.7 減少 

淋菌感染症 5.0 3.6 4.5 0.0 1.9 減少 

尖圭ｺﾝｼﾞﾛｰﾏ 13.9 3.1 8.5 15.0 16.0 減少 

HIV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 減少 

梅毒 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 減少 

 

 

    性に関する指導については、公立のすべての小中学校及び高校において実施さ

れています。 

（％） 

  21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 25年度 目標値 

性に関する指導実施小中高校の

割合 
100 100 100 100 100 100 

 

 

    中学 3 年生の女生徒で、体重が標準の－20%以下である生徒の割合は、平成 25

年度で 3.17%となっており、前年度を上回りました。 

（％） 

  21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 25年度 目標値 

中学 3年生（14歳）の女生徒で体

重が標準の－20%以下の割合 
2.89 2.83 3.17 3.02 3.17 減少 
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    人口 10万人に対する十代の自殺率は、横ばい状態ですが、平成 25年は 15歳か

ら 19歳の自殺率が増加しています。 

（人口 10万人対） 

  21年 22年 23年 24年 25年 目標値 

十代の自殺率 

5～14歳 
0.0 

(0人) 

0.0 

(0人) 

1.2 

(2人) 

0.6 

(1人) 

0.6 

(1人) 
減少 

15～19歳 
8.0 

(7人) 

6.8 

(6人) 

6.6 

(6人) 

4.4 

(4人) 

7.7 

(7人) 
減少 

 

 

    学校の相談体制を充実するとともに、関係機関との連携により課題の解決を図

るために配置されるスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーについ

ては、平成 25年度においてすべての公立中学校に配置されています。 

    学校保健委員会を設置している公立の小中学校及び高校の割合は、増加傾向に

あります。 

    引き続き、いじめ等の様々な課題に対応するために学校での相談体制の充実が

必要です。 

（％） 

  21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 目標値 

スクールカウンセラー等を配置

している公立中学校の割合 
90.4 93.4 95.2 95.8 100.0 100 

学校保健委員会を設置している

学校の割合 
－ 86.4 91.3 93.4 94.3 100 

 

 

    薬物乱用防止教室の実施校数は、平成 25年度で 220校となっており、年々増加

しています。 

    外部機関と連携した薬物乱用防止教育等を実施している公立の中学校及び高校

の割合も増加しており、平成 25 年度においてはいずれも 100％となっています。 

（学校数、％） 

  21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 目標値 

薬物乱用防止教室の実施校数 131 177 193 206 220 170 

外部機関と連携した薬物乱用

防止教育等を実施している中

学校、高校の割合 

中学校 74.4 76.8 79.3 79.8 100.0 増加 

高 校 79.3 86.2 96.4 100.0 100.0 増加 
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   ＜まとめ＞ 

     思春期の人工妊娠中絶や感染症、薬物乱用等の増加、不登校、引きこもり、

精神疾患等の心の問題等が引き続き大きな問題となっています。 

     思春期の保健対策の強化として、医療機関・学校・市町等の関係機関が連携

し、子どもたちの自己肯定感を高め、妊娠・出産に関する正しい知識を持ち行

動できるよう、精神面・社会面からの多面的アプローチを行うことが求められ

ています。 

     また、不妊に悩む方の中には、卵子の老化等について知らなかった方も多い

ことから、思春期から妊娠・出産に対する医学的知識を持ち、自分の妊娠・出

産について考えていくきっかけとなるライフプラン教育の必要性が高まってい

ます。 
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第３章 取組の推進体制と重点課題及び目標 

 
   第２章において把握した母子保健を取り巻く社会環境の変化や、本県の母子保健

の現状をふまえ、基本理念に掲げた「子どもを産み、育てる人にいつも寄り添い、

すべての子どもが健やかに育つ三重」を実現するため、取組の推進体制や重点課題

及び目標を定めて計画を推進します。 

 

１ 取組の推進体制 

   フィンランドのネウボラ※の仕組みを参考とした、新たな三重県の出産・育児支

援体制「出産・育児まるっとサポートみえ」（三重県版ネウボラ）により、取組の推

進を図ります。 

   「出産・育児まるっとサポートみえ」とは、県が出産・育児に関する制度の整備

や関係機関・団体との連携体制の強化といった市町における支援体制の整備に向け

た土台づくりを行うとともに、県内の各市町が、既存の社会資源や地域のネットワ

ークといったそれぞれが持つ強みを活かして、地域の実情に応じた方法で切れ目の

ない支援体制を整備することにより、県内のどの地域においても妊産婦やその家族

が必要な時に必要なサービスを受けることができる出産・育児支援体制をいいます。 

   この「出産・育児まるっとサポートみえ」は、特に次の４つの視点を持って取り

組むものです。 

 

    ○継続的な支援 

      妊娠期から子育て期にわたって切れ目のない母子保健サービスを提供する。 

    ○ワンストップの支援 

      行政、医療機関、保育所等のネットワークにより妊産婦等の情報が市町の

相談窓口に集約されることにより、速やかに母子保健サービスをコーディネ

ートできる。 

    ○予防的支援 

      ポピュレーションアプローチ※1 の観点から、すべての妊産婦等の状況を

早期に把握し、必要な支援につなげる。 

    ○家族支援 

      母子だけでなく、父親や祖父母等の家族に対しても必要なサービスを提供

する。 

 

      ※1 対象を一部に限定しないで集団全体へアプローチをすることにより、全体として

リスクを下げていこうという考え方。これに対し、リスクの高い人等に対象を絞り

込んで対処していく方法をハイリスクアプローチといいます。 

 

    ＜ネウボラ＞ 

      フィンランドの家族支援の仕組みであり、妊娠期から就学前までの健診、保健指導、予

防接種、子育て相談等の親子（家族）支援を、必要に応じて支援機関と連携し、ワンスト

ップで切れ目なく行う地域拠点施設。    
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２ 重点課題及び目標 

   取組の推進にあたっては、次の５つの課題を重点的に取り組むべき課題（重点課

題）とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ※ 国の「健やか親子２１（第２次）」では「すべての子どもが健やかに育つ社

会」の 10年後の実現に向け、以下の３つの基盤課題と２つの重点課題を設定し

ており、三重県の重点課題はこれらに対応しています。 

      基盤課題Ａ 「切れ目ない妊産婦・乳幼児への保健対策」 

      基盤課題Ｂ 「学童期・思春期から成人期に向けた保健対策」 

      基盤課題Ｃ 「子どもの健やかな成長を見守り育む地域づくり」 

      重点課題① 「育てにくさを感じる親に寄り添う支援」 

      重点課題② 「妊娠期からの児童虐待防止対策」 

 

 

   なお、医療体制の整備や医師、助産師等の確保など、医療施策として取り組むべ

き課題については、「三重県医療計画」において対応することとします。 

 

   また、重点課題の解決に向けた取組の進捗状況を把握・評価するための指標を、

重点課題ごとに設定するとともに、本計画の計画期間において達成すべき数値目標

を掲げます。 

   指標については、主指標としての成果指標（地域住民や関係機関・団体の取組に

より最終的に得られる成果を示す指標）と、副指標としての取組指標（成果指標の

目標達成に向けた取組の実施状況を示す指標）を設定します。 

   なお、当該重点課題の状況を把握するために必要な指標を、数値目標を設定しな

い参考指標として設定します。 

 

 

（１）切れ目のない妊産婦・乳幼児への保健対策 

 

（２）学童期・思春期から成人期に向けた保健対策 

 

（３）子どもの健やかな成長を見守り育む地域づくり 

 

（４）育てにくさを感じる親に寄り添う支援 

 

（５）妊娠期からの児童虐待防止対策 
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（１） 切れ目のない妊産婦・乳幼児への保健対策 

 （現状等） 

   妊産婦やその家族が安心して子どもを産み育てることができ、子どもが健やかに

育まれるためには、地域において妊産婦・乳幼児やその家族が必要な時に必要なサ

ービスが受けられる環境づくりが重要です。 

   これまでも市町や医療機関などの関係機関・団体による取組を通じて、妊婦健診、

医療機関等での出産、新生児訪問、乳幼児健診、予防接種、歯科保健指導等の様々

な母子保健サービスの提供が図られてきましたが、産後の一定の時期におけるサー

ビスが十分でなかったり、関係機関の間での情報共有などの連携が十分にできてい

ないといった課題も指摘されています。 

   県内のどの地域においても妊娠・出産・育児における切れ目のない母子保健サー

ビスが提供されるとともに、関係機関が地域の実情に応じて有機的に連携するなど、

母子保健対策の一層の強化を図る必要があります。 

   また、晩婚化を背景に不妊治療を受ける夫婦が増加しており、働きながら不妊治

療を受ける方も増加傾向にあると考えられることから、妊娠・出産についての希望

がかなえられるよう、特定不妊治療や不育症治療等を受けた夫婦に対する経済的な

支援や精神的な負担を軽減するための専門的な相談支援等に取り組むとともに、働

きながら不妊治療を受ける方への支援の取組が必要です。 

 

 （めざす姿） 

  ＜10年後＞ 

  ○ 市町や医療機関等との連携や支援制度の整備を通じて、妊娠・出産・育児に至

るまでの間、切れ目なく必要な母子保健サービスが提供され、妊産婦やその家族

が安心して子どもを産み育てることができます。 

 

  ＜５年後＞ 

  ○ 市町において、保健センター、子育て支援センター、医療機関等の関係機関の

間で妊産婦やその家族についての情報が共有されており、どの窓口に相談をして

も円滑に必要な母子保健サービスが受けられる体制が整備されています。 

  ○ 市町において、それぞれの地域の母子保健の状況を把握し、取組の内容や推進

体制等についての強みや弱みを分析したうえで、地域の実情に応じて切れ目なく

必要な母子保健サービスが提供されています。 

 

 （県の具体的な取組内容） 

  ○ 地域の実情に応じた切れ目のない母子保健事業を実施し、妊産婦や乳幼児の健

康水準の維持・向上を図るため、市町保健センター等において中心的な役割を果

たす母子保健コーディネーターを育成します。 

  ○ 市町における医療機関や助産所等を活用した産後ケア及び産婦健診の取組の推

進を図ります。 
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  ○ 県内の母子保健に関するデータの収集・分析・評価を行い、市町や県医師会等

の関係機関・団体との情報共有を行うことにより、各関係機関・団体の取組との

連携の強化を図ります。 

  ○ 母子保健体制構築アドバイザーを配置し、市町において地域の実情に応じた切

れ目のない母子保健サービスが提供されるよう、市町における母子保健事業の立

案や医療機関・学校等との連携方法等についての助言を行います。また、国が妊

娠期から子育て期にわたるまでの支援のワンストップ拠点として整備を進めてい

る「子育て世代包括支援センター」の整備についても市町に働きかけます。 

  ○ 乳幼児のむし歯の予防や健全な口腔機能の発育のため、市町での歯科保健活動

を支援するとともに、妊産婦に対する歯科検診や歯科保健指導の充実に努めます。 

  ○ 増加する不妊相談や不育症相談に対応するため、不妊相談センターにおける相

談機能の充実を図るとともに、特定不妊治療、男性不妊治療、一般不妊治療、不

育症治療に対する助成等による経済的な支援を行います。 

〇 不妊治療を受けている方が安心して仕事を続けられるよう、不妊治療と仕事と

の両立支援の取組を進めます。 

  ○ 予防可能な子どもの死亡を減らすため、関係機関や専門家で死因を多角的に究

明し予防策を検討します。 

 

 （指標及び数値目標） 

 目 標 項 目 現状値 
中間評価

時点 

中間評価 

（5 年後）

目標 

最終評価

（10 年後）

目標 

成

果

指

標 

乳児死亡率（出生千対） 
3.0 

(H25) 

1.7 

(H30) 
減少 減少 

幼児（１歳から４歳）死亡率 

（人口 10万対） 

19.2 

(H25) 

11.1 

(H30 暫定値) 
減少 減少 

むし歯のない３歳児の割合 
81.0% 

(H25年度) 

84.7% 

(H30年度) 
86％ 90％ 

取

組

指

標 

子育て世代包括支援センター設置

市町数 

1市町 

(H26年度) 

25市町 

(R元年度) 
－ 29市町 

母子保健コーディネーターの育成

数 

15人 

(H26年度) 

169人 

(R2 年 1月

時点) 

－ 270人 

乳幼児健診の受診率 

97.1% 

(4か月児) 

91.2% 
(10か月児) 

97.8% 
(1歳 6か月児) 

95.8% 

(3歳児) 

(H25年度) 

97.4% 

(4か月児) 

93.2% 
(10か月児) 

98.2% 
(1歳 6か月児) 

96.7% 

(3歳児) 

(H30年度) 

増加 増加 
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 目 標 項 目 現状値 
中間評価

時点 

中間評価 

（5 年後）

目標 

最終評価

（10 年後）

目標 

取

組

指

標 

乳幼児健診の未受診者のフォロー

率 

95.4% 

(4か月児) 

89.9% 
(10か月児) 

95.3% 
(1歳 6か月児) 

91.2% 

(3歳児) 

(H25年度) 

99.6% 

(4か月児) 

99.6% 
(10か月児) 

99.7% 
(1歳 6か月児) 

98.9% 

(3歳児) 

(H30年度) 

100％ 100％ 

産婦健診・産後ケアを実施してい

る市町数 

3市町 

(H29年度) 

19市町 

(R元年度) 
－ 29市町 

妊娠届出時等に医療機関と情報提

供等の連携をした市町数 

22市町 

(H26年度) 

29市町 

(R元年度) 
29市町 29市町 

フッ化物歯面塗布を実施している

市町数 

22市町 

(H25年度) 

23市町 

(H30年度) 
29市町 29市町 

妊婦歯科健康診査に取り組む市町

数 

11市町 

(H26年度) 

15市町 

(H30年度) 
－ 29市町 

県独自のすべての不妊治療助成事

業に取り組む市町数 

5市町 

(H26年度) 

17市町 

(R元年度) 
20市町 29市町 

不妊治療に職場の理解があると感

じている人の割合 
－ 

48.6％ 

(R元年度) 
－ 60％ 

参

考

指

標 

周産期死亡率（出産千対） 

及び妊産婦死亡率（出産 10万対） 

4.1 
(H25周産期) 

0.0 
(H25妊産婦) 

2.9 
(H30周産期) 

7.8 
(H30妊産婦) 

  

妊娠 11週以下での妊娠の届出率 
93.4% 

(H25年度) 

94.3% 

(H30年度) 
  

１歳６か月児健診時までに麻疹

（ＭＲ）の予防接種を終了してい

る人の割合 

93.5% 

(H25年度) 

95.1% 

(H30年度) 
  

１歳６か月児健診時までに定期予

防接種を全く受けていない人の数 
－ 

89人 

(H30年度) 
  

仕上げ磨きをする親の割合 

68.1% 
(1歳 6か月児) 
(H26年度) 

※1 

71.0% 
(1歳 6か月児) 
(R元年度) 

 

  

「不妊相談センター」への相談件

数及び特定不妊治療費助成件数 

285件 
(相談件数) 

2,453件 
(助成件数) 

(H25年度) 

114件 
(相談件数) 

2,342件 
(助成件数) 

(H30年度) 

  

 ※1 平成 26年度の数値は、平成 26年度厚生労働科学研究（山縣班）親と子の健康度調査（追 

    加調査）によります。（県内 10市町における抽出調査） 
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（２）学童期・思春期から成人期に向けた保健対策 

 （現状等） 

   思春期における心身の健康は、生涯にわたり健康な生活を送るための基盤となる

とともに、次世代を担う親を育てることにもつながることから、子どもたちが早い

時期からその大切さを認識し、自ら主体的に健康管理を行うことが重要です。 

   一方で、思春期は、精神的・身体的な発達・変化が最も著しく、こころと身体が

アンバランスになる時期であり、いじめ、自殺、薬物乱用といった子どもの心身の

健康に関わるような問題行動が起きやすい時期でもあります。 

   インターネットやソーシャル・ネットワーキング・サービス（ＳＮＳ）などの普

及により、膨大な情報が簡単に手に入り、面識のない人と簡単にコミュニケーショ

ンを取ることができるなど、思春期の子どもを取り巻く環境は大きく変化しており、

これらのツールを使った新たな問題行動も発生しています。 

   思春期における様々な問題行動を防止し、子どもの心身の健全な成長を支えるた

めには、身近な大人の理解や支援が不可欠であることから、家庭・学校・地域等が

連携して健康教育や性教育を推進し、思春期における保健対策を強化する必要があ

ります。 

   これまでの健康教育や性教育に加え、妊娠・出産の適齢期や不妊などに関する医

学的な知識を持つとともに、家族の大切さなどについて考えるきっかけとなるライ

フプラン教育の必要性も指摘されています。 

 

 （めざす姿） 

  ＜10年後＞ 

  ○ 子どもたちが学童期・思春期における心身の健康の大切さを理解し、主体的に

健康管理を行うとともに、妊娠・出産や性に関する医学的知識を持ち、自らの人

生や家族の大切さについて考え、行動することができます。 

 

  ＜５年後＞ 

  ○ 家庭・学校・医療機関等が連携して健康教育や性教育を行うなど、地域社会全

体で学童期・思春期の保健対策の取組が行われています。 

  ○ 妊娠・出産の適齢期などについての医学的な知識を持ち、家族の大切さなどに

ついて理解したうえで、自らの生き方について考えることができる人を育てるた

めのライフプラン教育の取組が進んでいます。 

 

 （県の具体的な取組内容） 

  ○ 産婦人科医会が主催する性教育懇話会等を通じて、県・市町教育委員会や産婦

人科医会等と意見交換等を行うことにより、関係機関が連携して健康教育や性教

育に関する指導を行う体制の充実を図ります。 

  ○ 市町と先進事例等について情報共有を行うことにより、行政による思春期の保

健対策の取組を推進します。 
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  ○ 学童期・思春期から成人期に至るまでの間、市町、県・市町教育委員会、産婦

人科医会等と連携してライフプラン教育を実施することにより、妊娠・出産の適

齢期等に関する医学的知識や家族の大切さなどについて学べる機会を提供します。 

  ○ 若者の予期せぬ妊娠等に関する相談に応じ、必要な支援につなげるために開設

した「妊娠ＳＯＳみえ『妊娠レスキューダイヤル』」の普及を図るため、学校や関

係機関、商業施設等と連携して取組の周知を図ります。 

 

 （指標及び数値目標） 

 目 標 項 目 現状値 
中間評価 

時点 

中間評価 

(5 年後)

目標 

最終評価

(10 年後)

目標 

成

果

指

標 

十代の人工妊娠中絶率 
5.9 

(H25) 

4.4 

(H30) 
減少 減少 

中学３年生（14 歳）の女生徒で体

重が標準の－20％以下の割合 

3.17% 

(H25年度) 

3.09% 

(H30年度) 
減少 減少 

十代の性感染症報告数 

（梅毒のみ実数値、その他は１定点

あたり） 

1.24 
(性器ｸﾗﾐｼﾞｱ) 

0.06 
(淋菌感染症) 

0.24 
(尖圭ｺﾝｼﾞﾛｰﾏ) 

0.06 
(性器ﾍﾙﾍﾟｽ) 

0 
（梅毒） 

(H25) 

1.35 
(性器ｸﾗﾐｼﾞｱ) 

0.06 
(淋菌感染症) 

0.06 
(尖圭ｺﾝｼﾞﾛｰﾏ) 

0.12 
(性器ﾍﾙﾍﾟｽ) 

1 
（梅毒） 

(H30) 

減少 減少 

取

組

指

標 

妊娠・出産や性に関する医学的知識

を持ち、自らの人生について考える

ことができる人を育てるためのラ

イフプラン教育を実施している市

町数 

10市町 

(H26年度) 

25市町 

(R元年度) 
29 市町 29市町 

朝食を毎日食べる小学生（６年生）

の割合 

87.6% 

(H25年度) 

86.3% 

(R元年度) 
100％ 100％ 

思春期教室・相談事業を実施してい

る市町数 

20市町 

(H26年度) 

21市町 

(R元年度) 
25 市町 29市町 

参

考

指

標 

学校保健委員会を開催している公

立の小中学校及び高校の割合 

86.9％ 

(H25年度) 

99.7％ 

(H30年度) 
  

十代の自殺率（人口 10万対） 

1.1 
(10～14歳) 

7.7 
(15～19歳) 

(H25) 

1.3 
(10～14歳) 

9.2 
(15～19歳) 

(H30暫定値) 

  

ひきこもり・思春期問題をかかえる

家族グループ（教室・集い）への参

加者数 

432人 

(H25年度 

累計) 

756人 

(R元年 12月

時点累計) 
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 目 標 項 目 現状値 
中間評価 

時点 

中間評価 

(5 年後)

目標 

最終評価

(10 年後)

目標 

参

考

指

標 

妊娠レスキューダイヤルにおける

相談件数 

50件 

(H25年度) 

85件 

(H30年度) 
  

子宮頸がん予防ワクチンの接種者

数 

1568人 

(H25年度) 

18人 

(H29年度) 
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（３） 子どもの健やかな成長を見守り育む地域づくり 

 （現状等） 

   近年の少子化や核家族化の進行、地域社会でのつながりの希薄化などによる育児

中の家庭の孤立化が指摘されており、身近な相談相手がおらず、育児や健康に関す

る必要な知識が得られないなど、育児の負担感や育児不安等を解消することが困難

な状況にある親が増加していると考えられます。 

   県や市町といった行政のみならず、地域、学校、医療機関、企業等がネットワー

クを構築して地域の育児支援機能を高めるなど、地域全体で育児中の家庭を見守り、

孤立させないための取組が必要です。 

 

 （めざす姿） 

  ＜10年後＞ 

  ○ 育児中の家庭が孤立することなく、地域社会の見守りの中で、心身ともに過度

の負担や不安を感じることなく育児ができ、子どもが健やかに成長しています。 

 

  ＜５年後＞ 

  ○ 市町等の関係機関による育児中の家庭の孤立化を防ぐための取組が進んでいま

す。 

  ○ 市町等の関係機関だけでなく、医療機関、企業、自治会、ボランティア等も含

めた地域社会全体で育児中の家庭を見守り、支えるというソーシャル・キャピタ

ルの醸成が進んでいます。 

 

 （県の具体的な取組内容） 

  ○ 市町が医療機関等の関係機関・団体、ＮＰＯ法人、自治会等とネットワークを

構築し、よりきめ細かい支援体制を整備できるよう、その担い手となる母子保健

コーディネーターを育成します。（一部再掲） 

  ○ 市町において「孤立した家庭」を作らないための取組を推進するため、母子保

健体制構築アドバイザーによる市町に対する助言等を通じて、地域の実情に応じ

たより効果的な支援体制の整備を図ります。（一部再掲） 

  ○ 乳幼児の不慮の事故等による死亡を減少させるため、関係機関による検討会や

関係者のスキルアップのための研修を行うとともに、保護者への啓発を行います。 

  ○ 男性の育児参画の推進や子育ちサポーターの活用といった少子化対策の取組と

連携することにより、地域社会全体で育児中の家庭を見守り、支える風土の醸成

と環境の整備を図ります。 

  ○ 医師会、産婦人科医会、小児科医会、歯科医師会、看護協会、助産師会、大学、

企業、ＮＰＯ等の関係団体の連携を促進します。 
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 （指標及び数値目標） 

 目 標 項 目 現状値 
中間評価 

時点 

中間評価 

(5 年後) 

目標 

最終評価

(10 年後)

目標 

成

果

指

標 

住んでいる地域で子育てをしたい

と思う親の割合 

94.9% 

(H26年度) 

95.3% 

(R元年度) 
増加 増加 

乳幼児の不慮の事故死亡率 

（人口 10万対） 

41.2 

(H25 0歳) 

3.2 

(H25 1～4歳) 

7.8 

(H30 0歳) 

3.7 

(H30 1～4歳) 

(暫定値) 

減少 減少 

取

組

指

標 

乳幼児健診の未受診者の全数をフ

ォローしている市町数 

20市町 

(4か月児) 

21市町 
 (10か月児) 

26市町 
(1歳 6か月児) 

24市町 

(3歳児) 

(H25年度) 

28市町 

(4か月児) 

28市町 
 (10か月児) 

28市町 
(1歳 6か月児) 

27市町 

(3歳児) 

(H30年度) 

－ 29市町 

地域の住民組織、ＮＰＯ法人、ボ

ランティア等と連携して実施して

いる母子保健の取組がある市町数 

23市町 

(H26年度) 

29市町 

(R元年度) 
26市町 29市町 

参

考

指

標 

プレネイタル・ビジット（出産前

小児保健指導）またはペリネイタ

ル・ビジット（出産前後保健指導）

を受けた人の数 

51件 

(H25年度) 

62件 

(H30年度) 
  

育児休業制度を利用した従業員の

割合 

男 4.2% 

(H25年度) 

女 90.4% 

(H25年度) 

男 4.4% 

(H29年度) 

女 95.7% 

(H29年度) 

  

 

 



- 40 - 

 

（４） 育てにくさを感じる親に寄り添う支援 

 （現状等） 

   乳幼児期の子どもの健やかな発達のためには、最も身近な養育者である親の心身

の状態が重要であり、妊娠・出産・育児に対する親の負担や不安を軽減し、ゆとり

を持ちながら子どもを育てることができる環境づくりが必要です。 

   親が育児不安等を感じる要因は、子どもの心身状態や発達・発育の偏り、親の心

身状態の不調、親子を取り巻く家庭環境など様々であることから、それぞれの支援

機関が問題点を的確に把握し、必要な支援につなげることが求められており、特に

医療的ケアが必要な子どもや発達障がい児等に育てにくさを感じる親への支援体制

を強化する必要があります。 

   平成 24年に実施された文部科学省の調査では、通常の学級において知的発達に遅

れはないものの学習面又は行動面で著しい困難を示すとされた児童生徒の割合は

6.5％で増加傾向にあり、県内の小中学校でも、言語障がい・学習障がい（ＬＤ）・

注意欠陥多動性障がい（ＡＤＨＤ）等を対象とする通級指導教室において指導・支

援を受ける児童生徒数は、平成 21年度の 399人から平成 26年度 708人と約 1.8倍

に増加しています。 

   さらに、社会における発達障がいに対する認識の高まりを受けて、発達障がい児

等への医療、福祉に関する支援ニーズも高まっています。 

   発達支援が必要な子どもに対して、身近な地域において、早期発見と成長段階に

応じた適切な支援が途切れることなく行われるよう体制づくりが必要です。 

 

 （めざす姿） 

  ＜10年後＞ 

  ○ 育児中の家族が、育児に対して行き詰まりや不安を感じた時に、気軽に相談す

ることができる場があり、心身ともにゆとりを持って育児ができます。 

  ＜５年後＞ 

  ○ 市町保健センターや保育所等において、育てにくさを感じている親を早期に発

見し、住み慣れた地域で生活していくために必要な支援につなげる体制が整備さ

れています。 

  ○ 医療的ケアが必要な子どもが安心して健やかに育てられるよう、保健・医療・

福祉・教育分野が連携し、総合的かつ継続的な支援が行われています。 

  ○ 発達支援が必要な子どもが健やかに成長できるよう、市町等との連携により途

切れのない支援体制が構築されています。 

 

 （県の具体的な取組内容） 

  ○ 早期に要支援児・要支援家庭を発見し、必要な支援につなげるため、母子保健

体制構築アドバイザーを配置して、乳幼児健診の受診率の向上を図るための体制

整備や乳幼児健診時における心理相談員等の配置等を市町に働きかけます。（一

部再掲） 



- 41 - 

 

  ○ 医療的ケアが必要な子どもが在宅で療育・療養するために必要となる保健・医

療・福祉・教育等の連携体制や人材の育成を支援します。 

  ○ 県立草の実リハビリテーションセンターと県立小児心療センターあすなろ学園、

児童相談センターの言語聴覚機能を統合した、「県立子ども心身発達医療センタ

ー」を平成 29 年６月に開設しました。併設する特別支援学校や隣接する国立病

院機構三重病院と連携することにより、発達支援が必要な子どもに対して、専門

性の高い医療、福祉、教育が連携した支援を行うとともに、地域支援の機能を高

め、発達支援の中核として県全体の総合力の向上をめざします。 

  ○ 市町に対して保健・福祉・教育の機能が連携した総合支援窓口の設置又は機能

の整備を働きかけるとともに、総合相談・療育の中核となる専門性の高い人材を

育成するための市町職員等の研修受入や巡回指導における技術的支援等を行い、

発達支援が必要な子どもが、成長段階に応じて適切な支援が受けられるよう環境

を整備します。 

  ○ 発達障がい児等に対する支援ツール「ＣＬＭ（Check List in Mie：発達チェッ

クリスト）と個別の指導計画」の保育所・幼稚園等への導入を促進し、子どもが

集団生活で困難さを感じることなく過ごせるようにするとともに、二次的な問題

行動等の予防にもつなげていきます。 

  ○ 子ども心身発達医療センターにおける入退所時等の関係機関（児童相談所、学

校、市町、医療・福祉施設等）との調整や、障がいの理解を深めること等の不安

解消に向けた取組、総合相談窓口での相談対応、短期入所事業の実施等により、

家族支援を充実していきます。 

 

 （指標及び数値目標） 

 目 標 項 目 現状値 
中間評価 

時点 

中間評価 

（5 年後）

目標 

最終評価

（10年後）

目標 

成

果

指

標 

日常の育児について相談相手のい

る親の割合 

99.4％ 

(H26年度) 

98.9％ 

(R元年度) 
100％ 100％ 

取

組

指

標 

育児支援を目的として健診スタッ

フに心理相談員または保育士等が

配置されている市町数 

27市町 

(H26年度) 

28市町 

(R元年度) 
29 市町 29市町 

周産期医療施設から退院したハイ

リスク児への市町における訪問等

の実施率 

97.4% 

(H26年度) 

100% 

(R元年度) 
100％ 100％ 

「ＣＬＭと個別の指導計画」を導入

している保育所・幼稚園等の割合 

20.5％ 

(H25年度) 

53.8％ 

(H30年度) 
75.0% 100.0% 

参

考

指

標 

重症心身障がい児（者）相談支援事

業登録者数 

356人 

(H26.3) 

418人 

(H31.3) 
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 目 標 項 目 現状値 
中間評価 

時点 

中間評価 

（5 年後）

目標 

最終評価

（10年後）

目標 

参

考

指

標 

親子の心の問題に対応できる技術

をもった小児科医の人数（子どもの

心相談医登録者数） 

25人 
(H25.10.1) 

22人 
(R1.10.1) 

  

５歳児健診を実施する市町数 
5市町 

(H26年度) 

7市町 

(R元年度) 
  

通学している人工呼吸器使用児の

数 
－ 

1人 
(小中学校) 

2人 
(特別支援学

校) 

(R元年 11

月時点) 
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（５）妊娠期からの児童虐待防止対策 

 （現状等） 

   児童虐待への対応については、これまで制度の見直しや体制の強化が図られてき

たところですが、児童相談所に寄せられる相談件数は年々増加し、平成 24年度には

２例の死亡事例が発生するなど深刻な状況にあり、依然として地域社会全体で取り

組むべき重要な課題となっています。 

   母子保健の取組は、児童虐待の防止と密接に関係しており、妊産婦の身体的・精

神的・社会的状況を早期に把握することにより、児童虐待の未然防止につなげるこ

とや、新生児訪問や乳児訪問などを通じて児童虐待の早期発見や早期対応につなげ

る役割が期待されています。 

   保健分野、医療分野、福祉分野などの関係機関の連携を強化し、児童虐待防止対

策の更なる充実を図る必要があります。 

 

 （めざす姿） 

  ＜10年後＞ 

  ○ 児童虐待の未然防止や早期発見を可能とするため、行政や医療機関などの関係

機関だけでなく、地域の住民なども含めた地域社会全体で児童虐待を防止するた

めの取組が行われています。 

  ＜５年後＞ 

  ○ 妊娠届出時のアンケートや乳児家庭全戸訪問事業などを通じて、特定妊婦や要

支援家庭等のハイリスクケースを早期に把握することにより、児童虐待の未然防

止や早期発見・早期対応につなげています。 

  ○ 保健、医療、福祉など各分野の関係機関の間で情報共有等が行われるなど、児

童虐待の防止に向け、分野を超えた連携が進んでいます。 

 

 （県の具体的な取組内容） 

  ○ 児童虐待につながりやすい精神疾患のある妊婦や若年妊婦等の特定妊婦を妊娠

初期から共通の視点で把握してその後の支援につなぐことができるよう、各市町

で使用する妊娠届出時アンケートの様式を統一します。 

  ○ 児童虐待の発生予防・早期発見につなげるため、すべての市町において乳児家

庭全戸訪問事業や養育支援訪問事業が実施されるよう、働きかけを行います。 

  ○ 警察、県・市町教育委員会、市町との情報共有や意見交換を通じて、児童虐待

防止に向けた取組を強化します。 

  ○ 児童相談所職員や市町指導相談担当職員などを対象に研修を行い、児童虐待相

談への対応力の向上を図ります。 

  ○ 民生委員・児童委員、市町等の関係機関・団体との協働により、オレンジリボ

ンキャンペーン等の児童虐待防止に関する啓発を行います。 

  ○ 予防可能な子どもの死亡を減らすため、関係機関や専門家で死因を多角的に究

明し予防策を検討します。（再掲） 
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 （指標及び数値目標） 

 目 標 項 目 現状値 
中間評価 

時点 

中間評価 

（5 年後）

目標 

最終評価

(10 年後)

目標 

成

果

指

標 

虐待による死亡件数（児童相談所関

与） 

0件 

(H25年度) 

0件 

(H30年度) 
0 件 0件 

取

組

指

標 

母子健康手帳交付時に保健指導や

アンケート等により状況把握を行

った妊産婦の割合 

57.5% 

(H25年度) 

※1 

100% 

(R元年度) 
100% 100% 

乳児家庭全戸訪問事業と養育支援

訪問事業をともに実施する市町数 

23市町 

(H25年度) 

29市町 

(R元年度) 
29 市町 29市町 

子ども家庭総合支援拠点を設置し

ている市町数 
－ 

1市町 

(R元年度) 
－ 29市町 

参

考

指

標 

児童相談所における児童虐待相談

対応件数 

1,117件 

(H25年度) 

2,074件 

(H30年度) 
  

十代の母による出生数 

1人 
(15歳未満) 

49人 
(15～17歳) 

187人 
(18～19歳) 

(H25) 

0人 
(15歳未満) 

30人 
(15～17歳) 

104人 
(18～19歳) 

(H30) 

  

要保護児童対策地域協議会と DV 対

策協議会等を組織的に一体化する

市町数 

－ 
13市町 

(R元年度) 
  

 

  ※1 平成 25年度の数値は、母子健康手帳交付時の保健指導（アンケート等を除く）の実施率。 
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第４章 計画の総合的な推進 
   計画の推進にあたっては、県・市町が関係機関・団体との連携・協働のもとでそ

れぞれの役割を果たし、県民のみなさんと共に計画を推進していきます。 

 

１ 県の役割 

   市町・関係団体等への情報提供等を通じて、県内の母子保健対策の推進に向けた

関係機関・団体の連携の強化を図ります。 

   県内市町における地域格差と取組格差の解消を図るため、各市町における課題分

析や人材育成等について必要な助言・支援等を行うことにより、市町の地域の実情

に応じた母子保健対策の推進を支援します。 

   また、県保健所においては、地域保健の専門的かつ技術的拠点として、管内の健

康課題等を把握・共有し、市町に対してより具体的な助言・支援等を行います。 

 

２ 市町の役割 

   母子保健事業の主たる実施者として、課題の把握・分析を行ったうえで、それぞ

れの地域の実情に応じた母子保健対策の推進を図ります。 

   各種母子保健事業の実施にあたっては、県・県保健所等の関係機関・団体や地域

住民と連携・協働して個々の状況に応じたきめ細かな母子保健サービスの提供を行

います。 

   なお、保健所政令市である四日市市においては、県保健所の役割も担うこととな

ることから、より広域的かつ専門的な母子保健対策の推進が期待されます。 

 

３ 関係団体の役割 

   医師会、産婦人科医会、小児科医会、歯科医師会、看護協会、助産師会、大学、

企業、ＮＰＯ等の関係団体は、それぞれの分野において専門的な機能を活用した活

動を行うとともに、県・市町等の関係機関や他の関係団体との連携・協働を通じて、

地域の母子保健対策の推進を支援することが期待されます。 
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「健やか親子いきいきプランみえ（第２次）」策定経過 
 

平成 26年度 

年月日 経過等 

平成 26年６月 17日 三重県議会健康福祉病院常任委員会 

平成 26年８月７日 第１回三重県医療審議会健やか親子推進部会 

平成 26年９月 18日 第２回三重県医療審議会健やか親子推進部会 

平成 26年 10月６日 三重県議会健康福祉病院常任委員会（骨子案報告） 

平成 26年 11月 17日 第３回三重県医療審議会健やか親子推進部会 

平成 26年 12月９日 三重県議会健康福祉病院常任委員会（中間案報告） 

平成 26年 12月 11日～ 

   平成 27年１月 13日 
パブリックコメントの実施、市町への意見照会 

平成 27年 ２月２日 第４回三重県医療審議会健やか親子推進部会 

平成 27年３月５日 三重県議会健康福祉病院常任委員会（最終案報告） 

平成 27年３月 31日 計画策定 

 

令和元年度 

年月日 経過等 

令和元年 10月４日 第１回三重県医療審議会健やか親子推進部会 

平成元年 12月 12日 
三重県議会医療保健子ども福祉病院常任委員会 

（中間案報告） 

令和２年１月３０日 第２回三重県医療審議会健やか親子推進部会 

令和２年３月９日 
三重県議会医療保健子ども福祉病院常任委員会 

（最終案報告） 

令和２年３月 31日 計画改訂 



 

 

平成 26年度 三重県医療審議会健やか親子推進部会委員名簿 

 

（敬称略 五十音順） 

所属団体 役職 氏名 備考 

三重県小児保健協会 会長 庵原 俊昭 部会長 

三重県市町保健師協議会 幹事 川村 真智子  

三重県市長会 副会長 木田 久主一  

三重県子ども NPOサポートセンター 理事長 田部 眞樹子  

三重県保健所長会 会長 中山 治  

三重県医師会 常任理事 二井 栄  

三重県町村会 副会長 西田 健  

三重県歯科医師会 常務理事 羽根 司人  

三重県社会福祉審議会 

児童福祉専門分科会 

こども相談支援部会 

専門委員 松岡 典子  

三重県高等学校長協会 会計 水野 恵宏  

三重県立看護大学 学長 村本 淳子 医療審議会委員 

三重県産婦人科医会 会長 森川 文博  

三重県小中学校長会 幹事 森田 正美  

三重県小児科医会 会長 山城 武夫  

 



 

 

令和元年度 三重県医療審議会健やか親子推進部会委員名簿 

 

（敬称略 五十音順） 

所属団体 役職 氏名 備考 

三重県看護協会 
助産師 

職能理事 
石垣 麻里子  

三重県市長会 副会長 岡本 栄  

三重県市町保健師協議会 幹事 黒川 かおる  

三重県子ども NPOサポートセンター 事務局長 竹村 浩  

三重県医師会 副会長 二井 栄 部会長 

三重県小中学校長会 幹事 西口 修身  

三重県町村会 副会長 西田 健  

三重県小児科医会 会長 野村 豊樹  

三重県保健所長会 会長 林 宣男  

三重県立看護大学 学長 菱沼 典子 医療審議会委員 

三重県小児保健協会 会長 平山 雅浩  

三重県歯科医師会 常務理事 福森 哲也  

三重県立学校長会 副会長 眞﨑 俊明  

三重県社会福祉審議会 

児童福祉専門分科会 

こども相談支援部会 
専門委員 松岡 典子  

三重県産婦人科医会 顧問 森川 文博  



 

 

令和元年度における本計画の主な改訂内容 

ペ
ー
ジ 

項 目 改 訂 の 内 容 

2～

4 
  関連する計画の内容を最新のものに更新しました。 

5～

18 
  図表１～23 を最新のデータに更新し、それに合わせて記述を修正しま

した。 

33 切れ目

のない

妊 産

婦・乳幼

児への

保健対

策 

「妊娠期から子育て期にわたる総合的な相談窓口」は全市町で整備さ

れ、最終評価目標を達成したため、指標を修正しました。子育て世代包括

支援センターの設置は、各市町の努力義務とされていますが、国として全

国展開をめざしており、県内全市町の設置が望ましいため、指標を「子育

て世代包括支援センター設置市町数」とし、29 市町での設置を最終評価

目標としました。 

 目 標 項 目 
計画策定時
（H26） 

中間評価 
時点 

中間評価 
（R 元） 
目標 

最終評価
（R6） 
目標 

旧 
妊娠期から子育て期にわ
たる総合的な相談窓口が
整備されている市町数 

22市町 
(H26年度) 

29市町 
(R 元年度) 

29 市町 29市町 

新 
子育て世代包括支援セン
ター設置市町数 

1市町 
(H26年度) 

25市町 
(R 元年度) 

－ 29市町 

 

33 切れ目

のない

妊 産

婦・乳幼

児への

保健対

策 

子育て世代包括支援センターでは保健師等による母子保健コーディネ

ータ―を配置し、妊産婦等からの相談に応じ、一体的にサービスを提供す

ることになっており、県がその養成を行っています。母子保健コーディネ

ーターを養成することにより子育て世代包括支援センターにおける相談

支援の充実を図るため、「母子保健コーディネーターの育成数」を取組指

標に加え、目標値を市町において母子保健を担当している保健師のおおよ

その人数である 270人としました。 

 目 標 項 目 
計画策定時
（H26） 

中間評価 
時点 

中間評価 
（R 元） 
目標 

最終評価
（R6） 
目標 

新 
母子保健コーディネータ
―の育成数 

15人 
(H26年度) 

人 
(R 元年度) 

－ 270人 

 



 

 

34 切れ目

のない

妊 産

婦・乳幼

児への

保健対

策 

産後ケアを実施している市町数は 26 市町となり、最終評価目標を達成

したため、指標を修正しました。平成 29 年度より、産後ケア事業を実施

している市町で実施される産婦健診に対しても助成が行われることにな

ったため、産婦健診を追加した「産婦健診・産後ケアを実施している市町

数」を取組指標とし、29市町を最終評価目標として設定しました。 

 目 標 項 目 
計画策定時
（H26） 

中間評価 
時点 

中間評価 
（R 元） 
目標 

最終評価
（R6） 
目標 

旧 
訪問・通所・宿泊等によ
る産後ケアを実施できる
体制がある市町数 

2市町 
(H26年度) 

29市町 
（R元年度） 

13 市町 24市町 

新 
産婦健診・産後ケアを実
施している市町数 

(参考)3市町 
(H29年度) 

19市町 
（R元年度） 

－ 29市町 

 

34 切れ目

のない

妊 産

婦・乳幼

児への

保健対

策 

妊娠中は女性ホルモンなどの影響により歯周病にかかりやすくなりま

すが、妊婦が歯周病にかかると早産や低体重児出産のリスクが高くなりま

す。お母さんと赤ちゃんの健康を守るためには妊婦歯科健診を受けること

が重要であるため、「妊婦歯科健康診査に取り組む市町数」を取組指標に

加えました。 

 目 標 項 目 
計画策定時
（H26） 

中間評価 
時点 

中間評価 
（R 元） 
目標 

最終評価
（R6） 
目標 

新 
妊婦歯科健康診査に取
り組む市町数 

11市町 
(H26年度) 

15市町 
(H30年度) 

－ 29市町 

 

34 切れ目

のない

妊 産

婦・乳幼

児への

保健対

策 

働きながら不妊治療を受けている方は増加していますが、不妊治療に対

する支援制度のある企業は少なく、企業に対して不妊治療への理解を深め

ることが治療を受けやすい環境づくりの推進につながるため、「不妊治療

に職場の理解があると感じている人の割合」を取組指標に追加しました。 

 目 標 項 目 
計画策定時
（H26） 

中間評価 
時点 

中間評価 
（R 元） 
目標 

最終評価
（R6） 
目標 

新 
不妊治療に職場の理解
があると感じている人
の割合 

－ 
48.6％ 

（R元年度） 
－ 60％ 

 

34 切れ目

のない

妊 産

婦・乳幼

児への

保健対

策 

近年、欧州を中心に麻疹が流行しており、三重県においても麻疹や風疹

が多く発生しています。これらの感染症の流行は予防接種により抑えるこ

とができますが、様々な事情により予防接種を受けない家庭もあり、感染

の拡大につながる可能性もあります。そこで、「１歳６か月児健診までの

定期予防接種を全く受けていない人の数」を参考指標に加えました。 

 目 標 項 目 
計画策定時
（H26） 

中間評価 
時点 

中間評価 
（R 元） 
目標 

最終評価
（R6） 
目標 

新 
１歳６か月児健診時ま
でに定期予防接種を全
く受けていない人の数 

－ 
89人 

(H30年度) 
－ － 

 



 

 

36 学 童

期・思春

期から

成人期

に向け

た保健

対策 

近年梅毒の罹患者数が増加しており、国の「健やか親子２１（第２次）」

においても指標に加えられます。そこで、本計画においても梅毒の報告数

（実数値）を項目に加えました。 

 目 標 項 目 
計画策定時
（H26） 

中間評価 
時点 

中間評価 
（R 元） 
目標 

最終評価
（R6） 
目標 

新 
十代の性感染症報告数 
・（追加）梅毒（実数値） 

0 
(H25) 

1 
（H30） 

－ 減少 

 

37 学 童

期・思春

期から

成人期

に向け

た保健

対策 

子宮頸がん予防ワクチン（以下「ＨＰＶワクチン」という。）は、平成

25 年の厚生労働省の勧告により、積極的な接種勧奨が差し控えられてい

るところです。一方で、ＨＰＶワクチンを接種しないことで子宮頸がんリ

スクが増加することを懸念する声が専門家から上がっており、接種の状況

を把握していくことが必要であるため、「子宮頸がん予防ワクチン（第３

回）の接種者数」を参考指標に加えました。 

 目 標 項 目 
計画策定時
（H26） 

中間評価 
時点 

中間評価 
（R 元） 
目標 

最終評価
（R6） 
目標 

新 
子宮頸がん予防ワクチ
ン（第３回）の接種者数 

1,568人 
(H25) 

18人 
(H29) 

－ － 

 

39 子ども

の健や

かな成

長を見

守り育

む地域

づくり 

乳幼児健診の未受診者のフォローは全市町が実施し、最終評価目標を達

成したため、指標を「乳幼児健診の未受診者の全数をフォローしている市

町数」としました。 

 目 標 項 目 
計画策定時
（H26） 

中間評価 
時点 

中間評価 
（R 元） 
目標 

最終評価
（R6） 
目標 

旧 
乳幼児健診の未受診者
のフォローを実施して
いる市町数 

26市町 
(4か月児) 

26市町 
 (10か月児) 

29市町 
(1歳 6か月児) 

29市町 

(3歳児) 
(H25 年度) 

29市町 
(4か月児) 

29市町 
 (10か月児) 

29市町 
(1歳 6か月児) 

29市町 

(3歳児) 
(H30 年度) 

29 市町 29市町 

新 
乳幼児健診の未受診者
の全数をフォローして
いる市町数 

20市町 

(4か月児) 

21市町 
 (10か月児) 

26市町 
(1歳 6か月児) 

24市町 

(3歳児) 
(H25 年度) 

28市町 

(4か月児) 

28市町 
 (10か月児) 

28市町 
(1歳 6か月児) 

28市町 

(3歳児) 
(H29 年度) 

－ 29市町 

 



 

 

42 育てに

くさを

感じる

親に寄

り添う

支援 

平成 28 年の児童福祉法の改正により、地方公共団体に対し、医療的ケ

ア児が必要な支援を円滑に受けることができるよう、保健、医療、福祉等

の各関連分野の支援を行う機関との連絡調整を行うための体制整備に関

する努力義務が規定されました。そこで、医療的ケア児に対する保健、医

療、福祉や教育などの連携による取組を見る指標として、「通学している

人工呼吸器使用児の数」を参考指標に加えました。 

 目 標 項 目 
計画策定時
（H26） 

中間評価 
時点 

中間評価 
（R 元） 
目標 

最終評価
（R6） 
目標 

新 
通学している人工呼
吸器使用児の数 

－ 

1人 
（小中学校） 

2人 
(特別支援学校) 

(R 元年 11月) 

－ － 

 

44 妊娠期

からの

児童虐

待防止

対策 

市町村における相談支援体制の強化のため、国が「児童虐待防止対策体

制総合強化プラン」において、「市区町村子ども家庭総合支援拠点」を 2022

年（令和４年）度までに全市町村に設置することを目標に掲げていること

から本計画においても指標に加えました。 

 目 標 項 目 
計画策定時
（H26） 

中間評価 
時点 

中間評価 
（R 元） 
目標 

最終評価
（R6） 
目標 

新 
子ども家庭総合支援拠
点を設置している市町
数 

－ 
1市町 

（R元年度） 
－ 29市町 

 

44 妊娠期

からの

児童虐

待防止

対策 

児童虐待の発生の背景には夫婦関係の問題が関連しており、そのうち、

ＤＶが関与しているケースが多いと指摘されています。令和元年に成立し

た「児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する

法律」においてＤＶ対策との連携強化について盛り込まれたこともあり、

「健やか親子２１（第２次）」においても虐待とＤＶに関連する指標が追

加されました。そこで本計画においても、「要保護児童対策地域協議会と

ＤＶ対策協議会等を組織的に一体化する市町数」を参考指標に追加しまし

た。 

 目 標 項 目 
計画策定時
（H26） 

中間評価 
時点 

中間評価 
（R 元） 
目標 

最終評価
（R6） 
目標 

新 

要保護児童対策地域協
議会と DV 対策協議会等
を組織的に一体化する
市町数 

－ 
13市町 

（R元年度） 
－ － 

 



 

 




